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現場環境改善費率の算定式等の一部改定について（通知） 

 

 林野庁から別添「森林整備保全事業設計積算要領等の細部取扱いについて」等の一部改正

について（令和８年３月 26日付け７林整計第 561号）により現場環境改善費率の算定式

等が変更されたことに伴い、林務部における現場環境改善費率の算定式等を下記のとおり

改正します。 

 

記 

 

１ 主な改正内容 

現場環境改善費率の算定式内係数を変更。 

計上費目について（いずれか１費目のみ２内容）の記載を削除し、合計５つから合計 

４つに変更。 

 熱中症対策及び防寒対策を積上げ計上する場合、率分で計上される額の 50％を上限 

としていたものを、100％を上限とした。 

 詳細は別紙のとおり。 

 

２ 設計積算システムへの配信日 

  令和８年５月１日以降に起工起案する工事から適用する。 

（問合せ先） 

担  当：森林政策課 指導担当 萩原、百木 

電  話：026-235-7265 

防災電話：8-231-3226 

電子メール：rinsei@pref.nagano.lg.jp 






